
　※実績等によっては、希望する業種の入札に参加できない場合があります。

♦申請受付期間　令和７年２月17日（月）～３月14日（金）8：30～17：15　※土・日曜日、祝日を除く。
♦登録有効期間　令和７年４月１日～令和８年３月31日（１年間）
※令和6年度の定期受付にて登録済みの方は、申請の必要はありません。
ただし、経営事項審査、建設業法等、各法律の有効期限が経過すること
のないよう注意してください。令和7年度建設工事入札の市内業者格付
けは、令和７年３月15日を基準日としています。

♦申し込み・問い合わせ　都市建設課　☎0738-23-5512　FAX0738-24-1306

一般印刷物作成
スチール・木製品販売
事務機器販売
文具類販売（市内業者のみ）
家電製品販売
空調機器販売
自動車販売
二輪車販売
自動車車検（市内業者のみ）
車両リース
石油製品（市内業者のみ）
プロパンガス（市内業者のみ）
清掃
飲料水貯水槽清掃
浄化槽保守点検
警備
指定ごみ収集袋取扱業務（市内業者のみ）
防災関連製品（市内業者のみ）

冊子・チラシ・伝票・その他
机・椅子・ロッカー・その他
パソコン・プリンター・コピー機・その他
コピー用紙・ファイル・ボールペン・その他
テレビ・冷蔵庫・掃除機・デジタルカメラ・その他
エアコン・その他
軽自動車・普通車等
単車・自転車
自動車車検
自動車リース
ガソリン・灯油・軽油・Ａ重油
プロパンガス
床ワックス清掃・ガラス清掃・その他
貯水槽清掃
浄化槽保守点検
庁舎警備・駐車場警備・その他
指定ごみ収集袋
備蓄用食料・防水シート・非常用トイレ・その他

営　業　種　目 例

市の物品入札参加者登録（追加受付）について
　令和７年４月１日から令和９年３月31日の期間内に、市が発注する物品等（次に掲げる登録営業種目に限る）
を納入希望の業者については、あらかじめ財政課への物品入札参加者としての登録が必要です。

♦登録営業種目

　※登録をしても全員が必ず入札に参加できるということではありません。

♦申請受付期間　令和７年２月３日（月）～14日（金）８：30～17：15　※土・日曜日、祝日を除く。
　　　　　　　　（郵送の場合、受付期間内必着）
♦登録有効期間　令和７年４月１日～令和９年３月31日（２年間）
♦そ の 他　詳しい申請資格や提出書類などについては、市ホームページでご確認ください。
♦申し込み・問い合わせ　財政課　☎0738-23-5533　FAX0738-23-5731

建設業法による許可を得ている方で、国または県の経営事項審査を受けている方
測量法による測量業の登録をしている方
建築士法による建築士事務所の登録をしている方
その業種にかかる登録をしている方

建 設 工 事
測 量
建築工事の設計・工事監理
そ の 他 業 務

令和６・７年度 市の工事・業務委託の入札参加資格申請（追加受付）について
　令和７年度に、市が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務委託の一般競争(指名競争)入札に参加
を希望する市内に本社または営業所を有する方は、申請書に必要書類を添付のうえ、都市建設課に提出してくださ
い。申請様式は、市のホームページに１月６日（月）から掲載します。
　紙の申請様式をご希望の方には、令和７年１月15日（水）から２月14日（金）の間に都市建設課で配布します。
　※土・日曜日、祝日を除く。

◆登録業種

申請資格や提出書類など
については、下の二次元
コードから市ホームペー
ジをご確認ください。

令和７年度 学校給食用物資納入業者登録申請について

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14

精肉類
肉加工品（ハム・ソーセージ等加工品）
魚介類（塩干しを含む）
水産練り製品（かまぼこ等）
生鮮野菜芋類
野菜加工品（カット野菜・冷凍青果・果実等）
生鮮果実
豆製品・コンニャク類
乾物類・缶詰・冷凍調理加工品類
デザート類
調味料類（ソース・味噌類他）
パン類
乳製品類
麺製品・その他（佃煮・ふりかけ他）

物　資　区　分
御坊市内販売業
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業
御坊市・日高郡内販売業（日高卸売市場㈱登録買受人）
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業
和歌山県内販売業
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業

納入業者営業地・業種

♦申請書配付および受付期間　令和７年１月６日（月）～24日（金）９：00～16：00
　　　　　　　　　　　　　　（期間厳守　ただし、土、日曜日、祝日及び昼休みを除く）
♦納入物資および業種区分

♦登録選定基準　納入業者は、次の基準に基づき登録認定を行います。
・御坊市内または和歌山県内に営業所を有し、納税義務を履行されていること。
・学校給食を理解し、品質がよく衛生的で安全で、良心的価格で製品が納入できること。指定した期日・時間・
場所及び指示した内容の製品が納入できること。

・常時営業が行われ、経営状況が良好であること。（２年以上その営業が継続され工場・店舗等固定した営業施
設を有していること）

・食品に関する法律及び諸規定が遵守され、かつ、営業管轄地の保健所の食品衛生監視評点が基準点以上である
こと。（食品衛生監視票の提出は食品衛生法第55条の許可を有する業種に限る）

・事業主・従業員の健康管理（検便及び健康診断等）が十分行われていること。（営業所への立ち入り検査をす
ることがあります）
※納入物資によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

♦申し込み・問い合わせ　御坊市立給食センター　☎0738-22-5437　FAX0738-24-3918

学校校務員募集について
♦募集人員　３名
♦雇用期間　令和７年４月１日～令和８年３月31日
♦応募資格　普通自動車運転免許を有し、学校の環境整備等に意欲的に取り組んでいただける方
♦募集期間　令和７年１月９日（木）～31日（金）
　　　　　　※郵送の場合は、1月31日(金) 17：00までに必着のこと。
♦選考方法　面接
♦面 接 日　２月９日（日）
　　　　　　※場所・時間については、各申込者に連絡します。
♦提出書類　①履歴書(市販のものに写真を貼付してください)
　　　　　　②運転免許証の写し
♦そ の 他　雇用条件等の詳細については、右の二次元コードから市ホームページをご覧いただくか、
　　　　　　教育委員会教育総務課までお問い合わせください。

♦申し込み・問い合わせ　教育委員会 教育総務課　☎0738-23-5526　FAX0738-24-0528

広報ごぼう 令和７年１月号広報ごぼう 令和７年１月号7


